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南北区道交通規制 検索

なぜ交通規制を変更するの？
南北区道は、池袋駅東⼝の賑わいの拠点をつ
なぐ主要な道路で特に休⽇は多くの歩⾏者が
通⾏していますが、歩道がないため歩⾏者が
⾞道にまで溢れている状況です。しかし現状
では、⾞両の通⾏が可能であるため、⾞両と
歩⾏者が輻輳し危険な状況となっています。
このため、歩⾏者の多い時間帯で南北区道の
⾞両通⾏を規制し、安全・安⼼な歩⾏者空間
を確保していきます。

荷さばきルールの検討も行っています！
南北区道や周辺の道路は、荷さばき⾞両等の路上駐⾞が常
態化しています。安全で快適な歩⾏者空間を創出するため
には、これら路上駐⾞⾞両への対応が課題となっています。
⼀⽅、まちの活動にとって荷さばき（物流）は必要不可⽋
な活動であることから、歩⾏者優先の取り組みと物流との
両⽴を⽬的として『南北区道周辺荷さばきルール』を検討
しています。

交通規制の変更内容

交通規制の変更内容 ⼀⽅通⾏規制の解除

交通規制の変更内容 ⾞両通⾏禁⽌（⾃転⾞を除く）
交通規制の時間帯  ⼟曜⽇、⽇曜⽇、休⽇の 12 時 19 時

南北区道

Hareza池袋東側区道、 としま区民センター北側区道

（南北区道の交通規制の変更に伴い、街区内のアクセス性を向上させるため
相互通⾏とします）

（歩⾏者の安全性を確保するため「歩⾏者⽤道路」とします）
※⾃転⾞は対象外ですが、混雑時は押し歩きするなど、特に歩⾏者に注意して

通⾏してください。

歩行者と自動車が輻輳して危険な状況の南北区道

12 時～ 19 時
荷さばきを避ける時間帯

歩行者が多い
時間帯

歩行者が少ない
時間帯

19 時～ 24 時　　  0 時～ 12 時  
荷さばきを推奨する時間帯

荷さばきルールの例 （イメージ）

荷さばきの時間帯の変更 荷さばきの駐車場所の変更

＜路外の民間駐車場等＊の活用＞

＜パーキング･メーター等の活用＞

←パーキング･メーター

＊時間貸し駐車場、共同荷さばきスペース等

南北区道周辺の交通規制の変更のお知らせ

実施日時 ：令和２年 （2020年） 10月 31日 （土）　～

南北区道周辺の交通規制が、下記の日時から 裏面の図 のとおり変更となります



現状の交通規制

ハレザタワー

東京建物

ブリリアホール

としま区民センター

中池袋
公園

●歩行者優先化【サンシャイン60通り】
　車両通行禁止の時間帯
　土曜,日曜,休日：10時～22時
　平日：8時～10時,12時～22時
　（自転車を除く）

●歩行者優先化【サンシャイン通り】
　車両通行禁止の時間帯
　土曜,日曜,休日：12時～19時
　（自転車を除く）

Ｎ

自転車を除く

12 -19
土･日曜、休日の

10 - 22

8  -  10
12 - 22

土･日曜、休日は

自転車を除く

一方通行

一方通行

一方通行

凡　　例

既存の交通規制の範囲

一方通行規制 0 50 100m

変更後の交通規制

ハレザタワー

東京建物

ブリリアホール

としま区民センター

中池袋
公園

●歩行者優先化【サンシャイン60通り】
　車両通行禁止の時間帯
　土曜,日曜,休日：10時～22時
　平日：8時～10時,12時～22時
　（自転車を除く）

●歩行者優先化【サンシャイン通り】
　車両通行禁止の時間帯
　土曜,日曜,休日：12時～19時
　（自転車を除く）

Ｎ

自転車を除く

12 -19
土･日曜、休日の

10 - 22

8  -  10
12 - 22

土･日曜、休日は

自転車を除く

●歩行者優先化【南北区道】
　車両通行禁止の時間帯
　土曜,日曜,休日：12時～19時
　（自転車を除く）

一方通行解除
⇒相互通行

一方通行解除
⇒相互通行
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自転車を除く

12 -19
土･日曜、休日の

凡　　例

新たに交通規制がかかる範囲

上記の交通規制により自動車が通れない範囲

一方通行規制解除および
上記の交通規制により自動車が通れない範囲

既存の交通規制の範囲

一方通行規制解除の範囲

一方通行規制

41--800


